
提

出

者

長

妻

昭

平
成
十
三
年
二
月
二
十
三
日
提
出

質

問

第

三

一

号

食
品
添
加
物
の
試
験
等
の
資
料
・
デ
ー
タ
に
関
す
る
質
問
主
意
書
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食
品
添
加
物
の
試
験
等
の
資
料
・
デ
ー
タ
に
関
す
る
質
問
主
意
書

食
品
添
加
物
は
、
食
品
衛
生
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
三
十
三
号
）
第
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
人
の
健
康
を
損
な
う

お
そ
れ
が
な
い
と
厚
生
労
働
大
臣
が
認
め
た
場
合
に
限
り
、
食
品
へ
の
使
用
が
認
め
ら
れ
て
い
る
（
以
下
「
指
定
添
加
物
」
と

い
う
。
）
。

一

指
定
添
加
物
が
人
の
健
康
を
損
な
う
お
そ
れ
が
な
い
と
判
断
し
た
試
験
等
の
資
料
・
デ
ー
タ
は
（
以
下
「
資
料
等
」
と
い

う
。
）
、
現
在
全
て
保
存
さ
れ
て
い
る
か
。

二

仮
に
資
料
等
が
保
存
さ
れ
て
い
な
い
指
定
添
加
物
が
存
在
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
当
該
指
定
添
加
物
の
品
名
を
全
て
示
し
て

い
た
だ
き
た
い
。
ま
た
、
資
料
等
を
保
存
し
て
い
な
い
理
由
を
示
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

三

保
存
さ
れ
て
い
る
資
料
等
は
、
開
示
さ
れ
る
か
。
現
時
点
で
開
示
さ
れ
て
い
な
い
と
し
て
も
、
平
成
十
三
年
四
月
に
施
行

さ
れ
る
「
行
政
機
関
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る
法
律
」
に
よ
っ
て
開
示
さ
れ
る
か
。

四

試
験
実
施
時
点
で
は
安
全
と
認
め
ら
れ
た
指
定
添
加
物
で
も
、
科
学
技
術
等
の
進
歩
に
よ
り
、
現
時
点
で
再
度
試
験
等
を

す
れ
ば
、
健
康
を
損
な
う
お
そ
れ
が
生
じ
る
と
い
っ
た
結
果
が
出
る
可
能
性
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
指
定

後
も
一
定
の
期
間
を
定
め
て
（
例
え
ば
、
指
定
後
二
十
年
ご
と
等
）
、
も
し
く
は
、
他
国
な
ら
び
に
研
究
機
関
等
で
安
全
性

一



を
疑
問
視
す
る
よ
う
な
実
験
結
果
や
調
査
報
告
等
が
な
さ
れ
た
時
点
で
、
再
度
試
験
等
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

右
質
問
す
る
。

二


